
平成 29年 2 月 2日 

第５回箱根町行財政改革有識者会議 

 

 

法定税以外の財源確保策の導入状況と今後の検討の方向性について 

 

 

 これまで検討してきた法定税以外の財源確保策として、他団体の導入事例をもとに法定

外税と協力金について調査し、今後の検討対象について整理したもの。 

 

１ 法定外税の概要と法定外税・協力金の導入状況 

  法定外税の概要は別紙１、法定外税・協力金の導入状況は別紙２のとおり。 

 

２ 今後の検討対象について 

  本町で財源確保策として法定外税や協力金を導入する場合、観光客等からの負担が想

定されるが、財源不足の状況を考慮し、『一定期間内に導入可能で、かつ一定規模の税収

が見込まれる』観光客等が行う行為（入湯行為を除く）を今後の検討対象とするもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料 ５ 

№ 行為の種類 先進事例 導入団体
検討
対象

理由

1 宿　　泊 宿泊税 東京都・大阪府 ○

2 別荘利用 別荘等所有税 熱海市 ○

乗鞍環境保全税 岐阜県

歴史と文化の環境税 太宰府市

空港連絡橋利用税 泉佐野市

富士山保全協力金 山梨県、静岡県

伊吹山入山協力金 伊吹山自然再生協議会

屋久島山岳部 環境保全協力金 屋久島町

5
入域
（入町）

環境協力税
沖縄県
伊是名村他２村

×

・先進事例は、限られた交通手段での
　入村行為に対する課税であり本町の
　場合、公共交通機関（電車,バス)、
　自動車、徒歩等多様な入域手段があり
　同様の考え方での導入は困難
・自動車は、鎌倉市で実証実験を予定
　しているロードプライシングの手法
　が実用化されれば検討可能(別紙3)

7
観光施設
への入場

なし － ×

8
飲食・
おみやげ購入

なし － ×

9 遊漁 遊漁税 富士河口湖町 × 財源の規模がごく小規模なため

10 開発行為 開発事業等緑化負担税 箕面市 △
本町の開発行為は大半が観光に関わるも
ののため課税が可能であるが、一時的な
負担であり財源の規模が限定される

3

4

△

×

町内の駐車場には、有料、無料など様々
な形態の駐車場があり、特定の駐車場へ
の課税になるため、財源の規模は限定さ
れる

アクションプランの推進項目（すすき草
原駐車場協力金）で検討することとなっ
ており、財源の規模も限定されるため

他団体での導入事例がなく、既存税と重
複せずに課税が可能かの検討からはじめ
る必要があり、長期間の検討を要する

駐　　車

一部区域
への入域



１ 法定外税

地方団体は地方税法に定める税目（法定税）以外に、条例により税目を新設する

ことができる。これを「法定外税」という。

平成１２年４月の地方分権一括法による地方税法の改正により、法定外普通税の

許可制が同意を要する協議制に改められるとともに、新たに法定外目的税が創設

された。

また、平成１６年度税制改正により、既存の法定外税について、税率の引き下げ、

廃止、課税期間の短縮を行う場合には総務大臣への協議・同意の手続が不要と

なったほか、特定の納税義務者に係る税収割合が高い場合には、条例制定前に議

会でその納税者の意見を聴取する制度が創設された。

２ 新設等の手続

地方団体
総務大臣

地方財政審議会

財務大臣

国地方係争処理委員会

議会

条例可決後協議

同意

意見の聴取

意見

通知

（異議）

意見の提出意見の聴取

審査の申出

（不服がある場合）
勧告

（関与が不当である
と認めるとき）

次のいずれかが該当すると認める場合を除き、総務大臣はこれに同意しなければな

らない。（地方税法第261条、第671条、第733条）

① 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重とな

ること

② 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること

③ ①及び②のほか、国の経済施策に照らして適当でないこと

「特定納税義務者」

法定外税の納税額が、全納税者の納税額総額の１０分の１を継続的に超えると見込まれる者として、次の２つ

の要件をどちらも満たすと見込まれる者

① 条例施行後５年間の合計で、当該納税義務者に係る納税額が、その法定外税の納税額総額の１／１０

を超える見込みがあること

② 当該納税義務者に係る納税額が、その法定外税の納税額総額の１／１０を超える年が、条例施行後５

年間のうち３年以上あると見込まれること

特定納税義務者

法定外税の新設等の手続

TOWN182
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別紙　１
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出典：総務省ホームページ
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法定外税の状況 

（平成29年４月１日現在） 

平成２７年度決算額 ５１７億円（地方税収額に占める割合0.13％） 
 

１ 法定外普通税                        （平成27年度決算額） 

［単位：億円］ 

［都道府県］ 
石油価格調整税 沖縄県 １０ 

核燃料税 福井県、愛媛県、佐賀県、島根県、静岡県、 
鹿児島県、宮城県、新潟県、北海道、石川県 

１８０ 

核燃料等取扱税 茨城県 １２ 

核燃料物質等取扱税 青森県 １９４ 

計 １３件 ３９７ 

［市区町村］ 
別荘等所有税 熱海市（静岡県） ５ 

砂利採取税 山北町（神奈川県） ０．０４ 

歴史と文化の環境税 太宰府市（福岡県） ０．８ 

使用済核燃料税 薩摩川内市（鹿児島県） ４ 

狭小住戸集合住宅税 豊島区（東京都） ４ 

空港連絡橋利用税 泉佐野市（大阪府） ４ 

計  ６件 １８ 

［合  計］ １９件 ４１５ 

 

２ 法定外目的税 

 

［都道府県］ 
産業廃棄物税等(*1) 三重県、鳥取県、岡山県、広島県、青森県、 

岩手県、秋田県、滋賀県、奈良県、新潟県、 
山口県、宮城県、京都府、島根県、福岡県、 
佐賀県、長崎県、大分県、鹿児島県、宮崎県、 
熊本県、福島県、愛知県、沖縄県、北海道、  
山形県、愛媛県 

６８ 

宿泊税 東京都、大阪府 ２１ 

乗鞍環境保全税 岐阜県 ０．１ 

計 ３０件 ８９ 

［市区町村］ 

山砂利採取税       城陽市（京都府）H28.5.31失効 ０．２ 

遊漁税 富士河口湖町（山梨県） ０．１ 
環境未来税 北九州市（福岡県） ６ 

使用済核燃料税 柏崎市（新潟県）、玄海町（佐賀県） ６ 
環境協力税 伊是名村（沖縄県）、伊平屋村（沖縄県） 

渡嘉敷村（沖縄県） 
０．２ 

開発事業等緑化負担税 箕面市（大阪府） ― 

計 ８件(*3) １３ 

［合  計］ ３８件(*3) 

 
１０２ 

 

*1 産業廃棄物処理税（岡山県）、産業廃棄物埋立税（広島県）、産業廃棄物処分場税（鳥取県）、産業廃棄物減量税（島根県）、 

循環資源利用促進税（北海道）など、実施団体により名称に差異があるが、最終処分場等への産業廃棄物の搬入を課税 

客体とすることに着目して課税するものをまとめてここに掲載している。 

*2 開発事業等緑化負担税（大阪府箕面市 平成28年７月１日条例施行）、宿泊税（大阪府 平成29年１月１日条例施行）及び

使用済核燃料税（佐賀県玄海町 平成29年４月１日条例施行）は平成27年度の決算額がないため、含んでいない。 

*3 上記一覧中、平成29年４月１日現在、条例失効のものは含んでいない。 

*4 端数処理のため、計が一致しない。 

(*2) 

(*2) 

(*2) 

(*2) 

(*2) 

TOWN182
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（法定外普通税）
税収

27決算
(百万円)

1
別荘等所有
税

静岡県
熱海市

別荘等の
所有者

－
別荘等
の延面
積

所有者
普通
徴収

650円/㎡
（年間）

542
S51.4.1
(H28.3.31)

2
歴史と文化の
環境税

福岡県
太宰府市

有料駐車
場に駐車
する行為

－

有料駐
車場に
駐車す
る台数

有料
駐車場
利用者

特別
徴収

二輪車（自動車を
除く）…50円

乗車定員10人以
下の自動車…
100円

乗車定員10人超
29人以下の自動
車…300円

乗車定員29人超
の自動車…500
円

81
H15.5.23
(H27.5.23)

3
空港連絡橋
利用税

大阪府
泉佐野市

関西国際
空港連絡
橋を自動
車で通行
して空港を
利用する
行為

－

関西空
港連絡
橋を自
動車で
通行す
る回数

通行料
金を支
払う者

特別
徴収

１往復につき100円 390 H25.3.30

（法定外目的税）
税収

27決算

(百万円)

1 宿泊税 東京都
ホテル又
は旅館へ
の宿泊

国際観光都市
東京の魅力を
高めるととも
に、観光の振
興を図る施策
に要する費用

ホテル
又は旅
館への
宿泊数

ホテル
又は旅
館の宿
泊者

特別
徴収

1人1泊について
宿泊料金が
10千円以上15千
円未満…100円
15千円以上…
200円

2,076 H14.10.1

2 宿泊税 大阪府
ホテル又
は旅館へ
の宿泊

大阪が世界有
数の国際観光
都市として発
展していくこと
を目指し、都
市の魅力を高
めるとともに観
光の振興を図
る施策に要す
る費用

ホテル
又は旅
館への
宿泊数

ホテル
又は旅
館の宿
泊者

特別
徴収

1人1泊について
宿泊料金が
10千円以上15千
円未満…100円
15千円以上20千
円未満…200円
20千円以上…
300円

1,090
(平年度
見込額)

H29.1.1

別紙　２
法定外税等の他団体の導入状況

納税
義務者

徴収
方法

税率 施行日

納税
義務者

徴収
方法

税率団体名 施行日
(直近の施行)

税収の
使途

課税客体
課税
標準

№ 税目 団体名
税収の
使途

課税客体
課税
標準

№ 税目

－1－



（法定外目的税）
税収

27決算

(百万円)

3
乗鞍環境保
全税

岐阜県

乗鞍鶴ヶ
池駐車場
へ自動車
を運転し自
ら入り込む
行為又は
他人を入り
込ませる行
為

乗鞍地域の自
然環境の保全
に係る施策に
要する費用

乗鞍
鶴ヶ池
駐車場
に自動
車で進
入する
回数

乗鞍
鶴ヶ池
駐車場
へ入り
込む自
動車を
運転す
る者

特別
徴収
※
シャト
ルバ
ス・路
線バ
ス等
は、
月毎
の申
告納
付

○乗車定員が30
人以上の自動車
・一般乗合用バス
以外…3,000円/
回
・一般乗合用バス
…2,000円/回

○乗車定員が11
人以上29人以下
の自動車…1,500
円/回

○乗車定員が10
人以下の自動車
…300円/回

14 H15.4.1

4 遊漁税
山梨県
富士河口
湖町

河口湖で
の遊漁行
為

河口湖及びそ
の周辺地域に
おける環境の
保全、環境の
美化及び施設
の整備の費用

遊漁行
為を行う
日数

遊漁行
為を行う
者

特別
徴収

1人1日 200円 8 H13.7.1

5 環境協力税
沖縄県
伊是名村

旅客船、
飛行機等
により伊是
名村へ入
域する行
為

環境の美化、
環境の保全及
び観光施設の
維持管理に要
する費用

旅客
船、飛
行機等
により伊
是名村
へ入域
する回
数

旅客
船、飛
行機等
により伊
是名村
へ入域
する者

特別
徴収

1回の入域につき
100円（障害者、
高校生以下は課
税免除）

5 H17.4.25

6 環境協力税
沖縄県
伊平屋村

旅客船等
により伊平
屋村へ入
域する行
為

環境の美化、
環境の保全及
び観光施設の
維持管理に要
する費用

旅客船
等により
伊平屋
村へ入
域する
回数

旅客船
等により
伊平屋
村へ入
域する
者

特別
徴収

1回の入域につき
100円（障害者、
高校生以下は課
税免除）

3 H20.7.1

7 環境協力税
沖縄県
渡嘉敷村

旅客船等
又はヘリコ
プターによ
り渡嘉敷村
へ入域す
る行為

環境の美化、
環境の保全及
び観光施設の
維持管理に要
する費用

旅客船
等又は
ヘリコプ
ターによ
り渡嘉
敷村へ
入域す
る回数

旅客船
等又は
ヘリコプ
ターによ
り渡嘉
敷村へ
入域す
る者

特別
徴収

1回の入域につき
100円（障害者、
中校生以下は課
税免除）

12 H23.4.1

9
開発事業等
緑化負担税

大阪府箕
面市

事業として
行う開発行
為等

良好な自然環
境や住環境を
はじめとする
都市環境の維
持、保全及び
向上に要する
もの

※１

開発行
為等を
行う事
業者

申告
納付

250円/㎡
30
平年度
見込額

H28.7.1

※1

№ 税目 団体名 課税客体
税収の
使途

課税
標準

納税
義務者

徴収
方法

税率 施行日

開発行為等の行われる土地の面積に0.9を乗じて得た値に、当該土地に係る建築基準法の規定による建築物の容積
率の最高限度の数値を乗じて得た面積
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入山料（寄付金）
税収

27決算

(百万円)

1
富士山保全
協力金

山梨県、
静岡県

五合目
から山
頂を目
指す登
山者

1,000円（任意） 115

26年度
※25年7,8
に社会実
験

2
伊吹山入山
協力金

伊吹山自
然再生協
議会（事
務局：滋
賀県、米
原市）

登山者 300円（任意) 12

27年5月か
ら
※26年5月
から試験
導入

3
屋久島山岳
部環境保全
協力金

鹿児島県
屋久島町

山岳地
域に入
山しよう
とする者
及びこ
の制度
に賛同
する者

日帰り利用者
1,000円
山中で宿泊する
利用者2,000円

－
29.3.1
協力金条
例施行日

富士山の環境保全、富士
山に係る情報提供、富士
山の登山者の安全対策そ
の他富士山の顕著な普遍
的価値の後世への継承等
に関する事業に要する費
用

現地徴収、イン
ターネット、コ
ンビニ払い等

貴重な植生の保全、登山
者へのより質の高いサー
ビス提供その他伊吹山の
貴重な自然環境の未来へ
の世代への継承等に関す
る費用

協力金箱の設
置、収受員の
配置（土,日,祝
日及び夏休み
期間）

世界遺産地域をはじめと
する屋久島の山岳部の自
然環境を将来にわたって
保全するため、トイレや登
山道等の利用施設の維持
管理と、安心で安全な自
然体験の環境整備を行う
ことを目的とする

現地徴収、交
通機関の車賃
に併せた収
納、その他振
込等による収
納

協力金額 導入時期収入の使途 納付方法№ 名称 団体名 対象者
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ＩＣＴ・ＡＩを活用した観光渋滞対策

観光地周辺で広域的に発生する渋滞を解消し、回遊性が高く、円滑な移動が可能な魅力ある

観光地を創造するため、ＩＣＴ・ＡＩ等の革新的な技術を活用し、警察や観光部局とも連携しながら、

エリアプライシングを含む交通需要制御などのエリア観光渋滞対策の実験・実装を推進・支援。

交通需要マネジメント（TDM）

観光交通イノベーション地域

ＩＣＴ ＡＩ

ビッグデータ（観光客・車・公共交通等） エリアマネジメント

過去の渋滞発生履歴

をＡＩが学習・分析

交通の変化をＡＩが判

断し渋滞発生を予測

革新的な技術

ＥＴＣ２．０、高度化光ビーコ

ン、ＡＩカメラ等で人や車の動

きを収集

ＡＩの分析・予測結果に基づ

き人や車の流れを最適化

信号制御、交通規制等

至 ＩＣ

主要観光地
Ｐ Ｐ

Ｐ Ｐ

道路空間の再編

等
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